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◆ 組合会議員の異動について 

◆ 組合会の概要 

◆ 平成22年度予算の概要 
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◆ 還付金の最低支給額を変更します！ 

◆ 高齢受給者証の更新について 

◆ シリーズ vol.3 短期給付のツボ！ ～療養費②～ 

◆ 扶養状況に変更はありませんか？ 

◆ あなたの健康を見直してみませんか？ 

◆ こんにちは！健康相談室です 
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組合会議員の異動について 
　大阪市職員共済組合組合会議員に異動がありましたので、次のとおりお知らせいたします。 

 

大阪市職員共済組合組合会議員名簿 

平成22年2月25日現在 
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区　　　分 

平成22年度における給付の推計 

支　給　額 
保 健 給 付  
休 業 給 付  
災 害 給 付  
附 加 給 付  
一部負担金払戻金 
　合　　　　計　 

10,056,633千円 
528,441千円 
1,990千円 

151,589千円 
129,076千円 

10,867,729千円 

組合会の概要 

平成22年度予算の概要 

 
 
 
 
予算組合会　　平成22年2月25日（木） 

　（議題） 
　　　大阪市職員共済組合組合会監事の選挙について 

　　　大阪市職員共済組合定款の一部変更について 
　　　　（1）短期給付事業等に係る保険料率の設定 
　　　　（2）任意継続組合員に係る保険料率の設定 
　　　　（3）その他 

　　　大阪市職員共済組合保健事業に関する規程の一部改正について　　 

　　　平成22年度事業計画及び予算について 

　上記の議題について、事務局から説明を行い、審議の結果、原案のとおり承認されました。内容につ
いては、１ページの「組合会議員の異動について」、次の「平成22年度予算の概要」、４ページの「平
成22年度短期・福祉・介護保険料率について」をご覧ください。 
 
 
 
 
 
　共済組合の経理は、短期・長期・業務・保健・貸付・基礎年金支払の６経理からなっています。この
たび、組合会において平成22年度の予算が承認されましたので、次のとおりご報告します。 
 
　短期経理　　　組合員とその被扶養者の病気・けが・出産・死亡・休業又は災害に対して給付を行っている経理で、組合員のみなさんの掛金や大阪市等の負担金の収入をもって、

その資金としています。 

■ 収支の状況  

　収入総額は238億2,571万円で、内訳は大阪市等の負担金が106億3,660万円、組合員のみなさんの掛金
が109億1,545万円、連合会の育児・介護休業手当金交付金が3億4,261万円、預金利息ほか雑収入等が19
億3,105万円となる見込みです。 
 
　一方、支出総額は256億6,387万円で、内訳は各種給付金が
108億6,773万円、連合会等への拠出金が129億6,338万円、業
務経理への繰入が2,148万円、次年度繰越支払準備金が18億
1,128万円となる見込みです。 
　なお、収入と支出の差額は18億3,816万円となり、利益剰
余金を取り崩すこととなりました。 
 
 
　長期経理　　　組合員の退職等によって生じる退職共済年金や遺族共済年金等の支給を行っている経理で、組合員のみなさんの掛金や大阪市等の負担金の収入を積み立て、その資

金としています。 

■ 収支の状況  

　収入総額は642億9,168万円で、内訳は大阪市等の負担金が420億7,454万円、組合員のみなさんの掛金
が170億4,413万円、積立金の運用収入が21億3,359万円、その他が30億3,942万円となる見込みです。 
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区　　　分 

平成22年度における給付の推計 

支　給　額 
退 職 給 付  
障 害 給 付  
遺 族 給 付  
　合　　計　 

58,036,226千円 
508,446千円 

16,610,907千円 
75,155,579千円 

件　数 
30,505件 
394件 

11,917件 
42,816件 

　一方、支出総額は913億9,349万円で、内訳は年金給付

が751億5,558万円、基礎年金拠出金が162億355万円、業

務経理への繰入が3,436万円となる見込みです。なお、

収入と支出の差額は271億181万円となり、長期給付積

立金を取り崩すこととなりました。 

 
 
 
　業務経理　　　短期・長期経理に係る事務費を管理・執行する経理で、大阪市等の負担金及び、

短期・長期経理からの資金の一部繰入れによって賄われています。 

■ 収支の状況 

　　収入総額は1億7,326万円で、内訳は大阪市等の負担金が1億1,596万円、雑収入が146万円、短期経理

からの繰入が2,148万円、長期経理からの繰入が3,436万円となる見込みです。 

 

　一方、支出総額は1億8,326万円で、内訳は役員報酬18万円、職員給与1,012万円、旅費226万円、事務

費2,856万円、委託費1億387万円、普及費等3,827万円となる見込みです。なお、収入と支出との差額は

1,000万円となり、利益剰余金を取り崩すこととなりました。 

 
 
 
　保健経理　　　組合員とその被扶養者の健康の保持増進を目的とした各種事業を行っている経理

です。組合員のみなさんの掛金や大阪市等の負担金の収入をもって、その資金とし

ています。 

■ 収支の状況 

　収入総額は4億1,505万円で、内訳は大阪市等の負担金が2億332万円、組合員のみなさんの掛金が2億

1,045万円、預金利息等が128万円となる見込みです。 

 

　一方、支出総額は5億3,592万円で、各種検診事業を実施するための厚生費が3億8,688万円、特定健康

診査等費が9,885万円、普及費等が5,019万円となる見込みです。なお、収入と支出の差額は1億2,087万円

となり、利益剰余金を取り崩すこととなりました。 

 

 

 

　貸付経理　　　組合員の臨時の支出に対する貸付事業として、住宅取得等に要する資金の貸付（新
規貸付については、平成21年12月21日をもって休止）、高額療養費の支給の対象と

なる療養に係る支払のために要する資金の貸付、組合員及びその被扶養者の出産に

要する費用の貸付があります。 

■ 収支の状況 

　収入総額は7億7,429万円で、内訳は組合員貸付金利息7億961万円、団信特約保険料等で6,468万円とな

る見込です。 

 

　一方、支出総額は8億6,648万円で、内訳は長期借入金にかかる支払利息5億4,627万円、保険料等で3億

2,021万円となる見込みです。なお、収入と支出の差額は9,219万円となり、利益剰余金を取り崩すこと

となりました。 
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区　　　分 

平成22年度における給付の推計 

件　数 
2,357件 
324件 
48件 

2,729件 

支　給　額 
老 齢 基 礎 年 金  
障 害 基 礎 年 金  
遺 族 基 礎 年 金  
　 合 　 　 計 　  

1,255,670千円 
316,900千円 
52,867千円 

1,625,437千円 

区 分  
掛　　　　金 負　　担　　金 

任意継続組合員 
定 例 給 料  期 末 手 当  定 例 給 料  期 末 手 当  

短 期 分  

 
福 祉 分  

介 護 分  

55.0000 

（28.94375） 

1.2500 

6.5000

44.0000 

（23.1550） 

1.0000 

5.2000

55.0000 

（28.94375） 

1.2500 

6.5000

44.0000 

（23.1550） 

1.0000 

5.2000

112.5000 

（57.8875） 
 

13.0000

平成22年度 短期・福祉・介護保険料率について 

 

　基礎年金　　　年金の加入歴が大阪市のみの方については、国民年金（基礎年金）を日本年金機
構から当共済組合を経由して、年金受給者へ支給しています。 

 

■ 収支の推計  

　日本年金機構から基礎年金国庫金として交付

される収入16億2,544万円に対し、年金受給者に

対する支出も同額の16億2,544万円となる見込み

です。 

 

 

※なお、当共済組合ホームページにおいても、平成22年度予算書を公開しています。 
 

 

 

 

 

 

　平成22年2月25日に開催されました組合会において、短期保険料率及び介護保険料率の引き上げが決

定されましたので、以下のとおりお知らせします。 

　なお、福祉事業にかかる保険料率は変更ありません。 

 

○保険料率（平成22年4月～） 
（単位：千分比） 

 

 

 

 

 

 

※継続長期組合員を除く 

 
・（　　）内は特定保険料率です。 
・掛金の標準となる定例給料の最高限度額は968,000円、期末手当等の最高限度額は5,400,000円（年度累
計）です。 

 

※特定保険料率とは？ 
 
　健康保険の一般保険料率のうち、後期高齢者医療制度への支援金や前期高齢者医療給付のため

の納付金など、高齢者医療を支えるために使われる保険料率のことです。 

 

 

 

 

支払経理 
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国民年金第3号被保険者等の手続きについて（Q＆A） 
　大阪市を退職しましたが、どのような届出が必要ですか。 

 
　大阪市を退職したときのあなたの年齢が20歳以上60歳未満であれば、国民年金に加入すること
になります。 
　退職により配偶者に扶養されることになった場合には、国民年金の第３号被保険者に変わるた
めの届出が必要です。扶養されることになった日から14日以内に、「第３号被保険者関係届」を、
健康保険等の被扶養者の届出と一緒に、年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者の勤務している
会社に提出してください。 
　国民年金の第３号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。 
※配偶者の扶養に入れない場合は、国民年金第１号被保険者の届出が必要となります。 
 
　共済組合に加入している者（以下、「組合員」という。）の配偶者も、国民年金に加入する
のですか。 

 
　配偶者の年齢が20歳以上60歳未満で、組合員に扶養されていると、国民年金第３号被保険者と
なります。 
　第３号被保険者個人として保険料を負担する必要はありませんが、「第３号被保険者関係届」
による手続きが必要です。 
　第３号被保険者の届出は、共済組合の被扶養者の届出と一緒に、年金手帳等の必要書類を添え
て、組合員の勤務している所属所（市長部局にあっては総務事務センター）に提出してください。 
　手続きを行わないと年金が少なくなったり、年金が受けられないことがありますので、ご注意
ください。 

 
　組合員が大阪市を退職しましたが、被扶養配偶者である私も国民年金の届出が必要ですか。 
 
組合員が大阪市を退職し、再就職しない場合（任意継続組合員もこれに含まれます） 
　被扶養配偶者が60歳未満であれば、国民年金第１号被保険者となり、市区町村役場の国民年金
の窓口で手続きを行う必要があります。 
　日本年金機構所定の様式である「 国民年金被保険者資格取得 ・種別変更・種別確認届」に必
要事項を記入し、年金手帳等の必要書類を添えて、市区町村役場に提出してください。 
 
組合員が大阪市を退職し、他の公務員又は会社へ転職した場合 
　被扶養配偶者が60歳未満であれば、引き続き国民年金第３号被保険者となり、転職先を通じて、
改めて手続きを行う必要があります。 
　日本年金機構所定の様式である「 国民年金被保険者資格取得・ 種別変更 ・種別確認届」に必
要事項を記入し、年金手帳等の必要書類を添えて、転職先に提出してください。 

 
※注意事項 
　組合員が大阪市を退職し、再び公務員となった場合は、その就職先へ当共済組合に加入してい
た旨を報告してください。さらに組合員が年金受給者である場合は、就職先に「年金受給権者再
就職届書」に年金証書を添えて提出するとともに、年金が支給停止となるため当共済組合にもご
連絡ください。 
　なお、私学共済制度の加入者、もしくは国会議員または地方公共団体の議会の議員となられた
場合にも年金が支給停止となる場合がありますので当共済組合にご連絡ください。 
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年度末退職者の健康保険Ｑ＆A
　年度末退職者の健康保険につきましては、４月１日に再就職する場合を除き、「当共済組合の保険を

任意継続」、「ご家族の健康保険への被扶養者としての加入」、「国民健康保険への加入」の３つの中か

ら選んでいただくこととなります。 

　ご家族の健康保険や国民健康保険への加入につきましては、申請の受付期間、被扶養者となるための

条件、附加給付制度などの医療制度、掛金（保険料）の金額など、各保険で違いがありますので、ご家

族の健康保険もしくはお住まいの市区町村までお問い合わせください。 

　当共済組合の任意継続の詳細につきましては次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

【退職予定者】　　　　　　　　　　　　　　　　 【共済担当者】 
 

 

 

 

 

 

【退職予定者】　　　　　　　　　　　　　　　　 【共済担当者】 
 

 

 

 

 

 

【退職予定者】　　　　　　　　　　　　　　　　 【共済担当者】 
 

 

 

 

 

 

【退職予定者】　　　　　　　　　　　　　　　　 【共済担当者】 

※　任意継続の受付方法及び事前申請などの詳細については、前号（第

61号）に記載しています。 

　当共済組合のホームページからもトップページ＞広報誌＞　　

共済だより第61号（平成21年12月発行）で参照できますので参考

にしてください。 

　大阪市職員共済組合の

保険を任意継続するには

どうしたらいいの？ 

　組合員証（保険証）は

いつ届くの？ 

　掛金（保険料）はどの

ように払うの？ 

　掛金（保険料）の納付

を忘れた場合はどうなる

の？ 

　退職日の前日まで継続して、
組合員資格が1年以上あれば
継続できます。 
　申請書を事前申請締切日ま
でに各所属所（市長部局にあ
っては総務事務センター）へ
提出してください。 

　事前申請の場合、4月1日

以降に組合員証や納付書など

をご自宅へ書留で郵送します。 

　納付書に記載している金融
機関の本店・支店の窓口で支
払ってください。 
　ＡＴＭ（現金自動預け払い機）
は使えませんので、ご注意く
ださい。 

　掛金（保険料）の納付がな
ければ、法律により、自動的
に資格が無くなってしまいま
す。必ず納付期限までに納付
してください。 
　なお、初回納付していただ
く掛金の納付期限は、4月19日
（月）ですので、必ずそれま
でに書留で送付される組合員
証・納付書等を受け取って納
付してください。 
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25,910円－25,000円＝910円 

100円未満の端数を切り捨て、支給額は900円 

25,910円－25,000円＝910円 
25,000円控除後の金額が1,000円未満なので、 
支給はありません。　　　　　　　　　　　　 

還付金の最低支給額を変更します！ 

高齢受給者証の更新について 
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　現在、当共済組合では、医療機関の窓口で一定額以上の負担があった場合、「一部負担金払戻金」や

「家族療養費附加金」という還付金を組合員のみなさんに支給しています。 

　平成22年４月１日以降の受診分について、次のとおり最低支給額を変更しますので、お知らせします。 

 

○現行の支給金額 
　自己負担額（高額療養費の支給がある場合は、支給後の負担額）から25,000円を控除した額を支給

します。なお、支給額の100円未満の端数は切り捨てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成22年４月１日以降受診分の支給金額 
　自己負担額（高額療養費の支給がある場合は、支給後の負担額）から25,000円を控除した額を支給

します。なお、支給額の100円未満の端数は切り捨てます。ただし、その額が1,000円に満たない場合
は支給しません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　70～74歳の高齢受給者の方が医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、本来は２割負担で

すが、特例措置として現在は１割負担となっています。その特例措置が延長され、平成23年 3 月31日ま
で１割負担となりました。 
　つきましては、現在使用している高齢受給者証に記載の特例措置期間を変更する必要があるため、平
成22年 3 月に新しい高齢受給者証を交付します。 
　新しい高齢受給者証は、現在使用している証と交換して交付されることとなりますので、現在使用し

ている高齢受給者証は廃棄せず、必ず返却していただきますようお願いします。 
　なお、更新となるのは、高齢受給者証のみであり、被扶養者証につきましては返却の必要がありませ

んのでご注意ください。 

医療機関の窓口で25,910円負担 還付金900円を組合員に支給 

医療機関の窓口で25,910円負担 還付金の支給はありません 
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医療機関 
③支払い 

①　誤った組合員証等の提示 

以前加入 
の保険者 

⑤7割返還 
組合員 

⑦療養費支給 

②7割請求 ④返還請求 ⑥療養費請求 

現在加入 
の保険者 
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◆今回は組合員証等の提示誤りの場合について説明します。 
　皆さんが医療機関で保険診療を受ける場合、窓口で組合員証等を提示することで負担割合に応じ
た金額（一般３割、小学校就学前２割、高齢者２割のところ平成23年３月31日までは１割）を支払
うこととなります。 
　しかしこの時、次の例１・例２のように、誤って以前加入していた保険者発行の組合員証等を提
示してしまった場合は、医療機関での支払いは３割負担で済んでも、後日、以前加入していた保険
者から７割分を返還するよう請求されます。 
　ただし、現在加入している保険者に療養費の請求をすることで、以前加入していた保険者への返
還額相当分の支給を受けることができます。 
（例１）就職や収入超過等で大阪市職員共済組合の資格が無いにもかかわらず、大阪市職員共済組

合発行の組合員証等を使用 
（例２）結婚や退職等で大阪市職員共済組合の被扶養者となったにもかかわらず、以前加入の保険

者発行の保険証等を使用 
 

（注1）組合員証等とは、いわゆる保険証のことです。（注2）保険者とは、共済組合や健康保険組合等のことです。 

　 
誤って提示した場合には…（一般 3 割負担の場合） 
１　７割分を以前加入の保険者に返還する。 
２　以前加入の保険者から該当レセプト（写）の交付を受ける。 
３　現在加入の保険者に療養費として請求する。 
 
 
当共済組合に療養費として請求するためには… 
・療養費請求書 
・以前加入の保険者から交付された該当レセプト（写） 
・７割分の返還を証した領収書（原本） 
 
○療養費支給までの流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆組合員証等の提示は確実に！ 
　医療機関で保険診療を受ける際には、組合員証等を必ず提示しましょう。 
　組合員証等の提示を怠った場合は、医療費の全額（10割）を請求されることがあります。 
　組合員証等の更新や変更があった場合には、速やかに医療機関に提示しましょう。また、資格喪
失後は組合員証等を速やかに保険者へ返却してください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

　これらの書類を揃え、各所属所（市長部
局にあっては総務事務センター）の共済担
当者に提出する。 

短期給付のツボ！ ～療養費②～ vol.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　��������
��������������� 

（注1） 

（注2） 
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　前号の共済組合だより（第61号）にも掲載しましたが、共済組合の扶養認定の年間収入限度額は「年
間収入が130万円未満。ただし、障害年金受給者や60歳以上の公的年金受給者は180万円未満。」となっ
ています。 
　今回は被扶養者に年金収入が発生した場合や年金額に改定があった場合を事例に取り上げています。 
 

　夫は無職無収入のため、組合員である私の被扶養者として認定さ
れています。夫は60歳の誕生日（平成21年９月２日）を機に公的年

金（年額220万円）を受給することになりました。受給権発生日は平
成21年９月１日です。平成21年12月10日付けで金額を決定する通知
があり、支給日は平成21年12月15日でした。私は夫の扶養をいつか
ら外すことになるのでしょうか。 
 
　今回の場合は、年金の受給権が平成21年9月１日に発生しています

ので、受給権発生日の翌月からが年金の支給対象になります。年金
の支給対象となっている期間は限度額以上の収入があると解される
ため、通知日や支給日ではなく、受給権発生日の翌月初日である平
成21年10月１日から扶養を外す必要があります。 
 
 
　母は60歳から公的年金の受給を開始し、年間150万円の年金収入が
ありましたが、それ以外に収入がないため組合員である私の被扶養
者として認定されています。母の63歳の誕生日（平成21年10月１日）
に年金額が250万円に改定され、平成21年10月からは改定した金額で
支給されます。平成21年12月10日付けで金額を決定する通知があり、
支給日は平成21年12月15日でした。私は母の扶養をいつから外すこ
とになるのでしょうか。 
 
　今回の場合は、誕生日の前日である平成21年９月30日の属する月
の翌月である平成21年10月からが改定した金額の支給となり、限度
額以上の収入となるため、通知日や支給日ではなく、改定の対象月
の初日である平成21年10月１日から扶養を外す必要があります。 
 

（注1）受給権発生日：該当年齢の誕生日の前日です。 

（注2）年金の支給対象：受給権発生日の属する月の翌月初日からが支給の対象になります。 

 
※ 上記は一例ですので、すべての取り扱いに当てはまるものではありません。扶養の状況に変更が生
じたときはそのつど各所属所（市長部局にあっては総務事務センター）の担当者までお問い合わせく
ださい。 
 　扶養の届出はすみやかに！ 

 
　当共済組合の被扶養者について、就職や別居など、生計維持関係
に変更があった場合は各所属所（市長部局にあっては総務事務セン
ター）を経由して届出をしていただく必要があります。特に春は異
動の多い季節ですので、忘れずに届出をお願いします。 

QQ

AA

QQ

AA

（注1） 

（注2） 
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あなたの健康を見直してみませんか？ 
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がん検診・配偶者人間ドック・脳ドックの実施について 

脳 ド ッ グ
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広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 
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共済組合だより第62号 
平成22年 3 月発行 

 
大阪市職員共済組合 
大阪市北区中之島1-3-20 
（大阪市役所内） 

電話：庶　務　係  
 
　　　医療給付係  
　　　年金給付係  
　　　事　業　係  
 
URL：http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/

花の万博20周年記念イベント「メモリアル展示」 

夜の花さじき（1990年当時） 

――――――― ――――――― 

　財団法人国際花と緑の博覧会記念協会は、花の万博の「自然と

人間との共生」という理念を次世代に伝えるため、花の万博20周

年記念イベントを、2010年４月から鶴見緑地他で順次開催いたし

ます。中でも見ものは、33万本のチューリップでつくる「フラワ

ーカーペット」。球根育成用に廃棄されるチューリップ33万本分

の花びらを利用し、地面に花絵を描くフラワーカーペットは、11

面650m2に及ぶ巨大花絵で、多くの市民ボランティアの協力によ

り制作します。 

　また、花の万博当時の会場風景写真の展示、鶴見緑地内を巡る

スタンプラリーや水の館ホールでの展示や物販のほか、著名人を

招いた花・緑フォーラム（大阪市中央公会堂）や花の万博の日本

画展（大丸心斎橋店）なども開催いたします。 

　詳しくはhttp://www.expo90-20memorial.jp/をご覧下さい。 

「花の万博20周年記念イベント」　 
　　　　　　　2010年４月よりスタート 


